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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公表番号】特表2015-523310(P2015-523310A)
【公表日】平成27年8月13日(2015.8.13)
【年通号数】公開・登録公報2015-051
【出願番号】特願2015-516009(P2015-516009)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/093    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   21/00     １０１　
   Ｃ０３Ｃ    3/093    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月12日(2016.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さｔ＜０．５ｍｍを有する強化ガラス物品であって、
　前記物品の表面から該物品内の少なくとも３０μｍの層の深さＤＯＬまで延在し、少な
くとも６００ＭＰａの圧縮応力ＣＳ下にある外側領域と、
　中央張力ＣＴ下にある内側領域と、
を含み、
－３８．７（ＭＰａ／ｍｍ）・ｌｎ（ｔ）（ｍｍ）＋４８．２（ＭＰａ）≦ＣＴ（ＭＰａ
）≦５７（ＭＰａ）－９．０（ＭＰａ／ｍｍ）・ｌｎ（ｔ）（ｍｍ）＋４９．３（ＭＰａ
／ｍｍ）・ｌｎ２（ｔ）（ｍｍ）であり、
　前記強化ガラス物品が、該強化ガラス物品を破断するのに十分な点衝撃を受けた時に、
実質的に非脆性であり、３未満の脆性指数を有することを特徴とする、強化ガラス物品。
【請求項２】
　厚さｔ＜０．５ｍｍを有する強化ガラス物品であって、
　前記物品の表面から該物品内の少なくとも３０μｍの層の深さＤＯＬまで延在し、少な
くとも６００ＭＰａの圧縮応力ＣＳ下にある外側領域と、
　中央張力ＣＴ下の内側領域と、
を含み、
ＣＴ（ＭＰａ）＞－３８．７（ＭＰａ／ｍｍ）・ｌｎ（ｔ）（ｍｍ）＋４８．２（ＭＰａ
）であり、
　前記強化ガラス物品が、該強化ガラス物品を破断するのに十分である点衝撃を受けた時
に、実質的に非脆性であり、３未満の脆性指数を有することを特徴とする、強化ガラス物
品。
【請求項３】
　前記強化ガラス物品が前記点衝撃によって破断された時に、０％≦ｎ１≦５％の破片サ
イズｎ１（％≦１ｍｍ）、０個の破片／ｃｍ２≦ｎ２≦３個の破片／ｃｍ２の破片密度ｎ

２（破片／ｃｍ２）、０≦ｎ３≦５の亀裂の分岐ｎ３および０％≦ｎ４≦２％の飛散ｎ４

（％≧５ｃｍ）の少なくとも１つ、またはそれらの組合せを示すことを特徴とする、請求
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項１または２に記載の強化ガラス物品。
【請求項４】
　前記外側領域が少なくとも７００ＭＰａの圧縮応力を有することを特徴とする、請求項
１から３いずれか１項に記載の強化ガラス物品。
【請求項５】
　前記外側領域が少なくとも約５２μｍの層の深さを有することを特徴とする、請求項１
から４いずれか１項に記載の強化ガラス物品。
【請求項６】
　前記強化ガラス物品の前記厚さが０．３≦ｔ＜０．５ｍｍであることを特徴とする、請
求項１から５いずれか１項に記載の強化ガラス物品。
【請求項７】
　前記強化ガラス物品の前記厚さが０．３≦ｔ≦０．４５ｍｍであることを特徴とする、
請求項１から６いずれか１項に記載の強化ガラス物品。
【請求項８】
　アルカリアルミノケイ酸塩ガラスを含むことを特徴とする、請求項１から７いずれか１
項に記載の強化ガラス物品。
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